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中部ブロック発注者協議会令和６年度に向けてのお願い

■令和６年度は最終年度です。各種取組(P.23)の推進、総まとめをお願いいたします。

※特に以下の全国指標については、更なる取り組みをお願いいたします

○低入札価格調査基準、最低制限価格の設定（工事、業務） P.2～3
・低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定を推進 （工事規模の大小に寄らず）
・最新の中央公契連モデルの適用を推進
・適用の統一

国・特殊法人等・県・指定都市 ： 予定価格250万円を超える工事、予定価格100万円を超える業務
市町村 ： 予定価格130万円を超える工事、予定価格50万円を超える業務

○平準化の推進（工事、業務） ※令和5年度、中部ブロックはワースト１(工事) P.4～10
・各自治体で以下を確実に取り組んでほしい

☆令和6年度の発注状況の見える化（各部署の発注計画を集約し、組織全体で共有）し、平準化率の算定 P.8～9
☆発注タイミングを少しでも前倒しする調整を P.6

・発注業務や工事監督等に手が足りない場合、発注者支援機関の活用を P.10

○週休2日工事の推進（工事） P.11～18
・労働者の健康確保やワークライフバランスの改善、将来の担い手確保のためにも週休2日導入を推進
・セットだけでなく達成率もｵｰﾌﾟﾝに

■そ の 他
・R5 自己評価の実施をお願いします。（後日依頼予定）
・法改正については情報なし。法改正の後、運用指針の改正に続く流れは同じと思われる。

（前回のスケジュールを参考に添付） P.21
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【工事】 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定 中部ブロック発注者協議会

■アンケート、ヒアリング結果

○ 地整内で、制度未整備の自治体は無い。低入札価格調査基準又は最低制限価格のいずれかは導入されている。

○ 発注件数に占める設定割合が低い機関は、制度の必要性をあまり感じていない。（特に規模が小さい工事に対して）

○ 低入札価格調査基準又は最低制限価格の算定式は、中央公契連モデルを適用せず、独自で算出している機関もある。

○ 受注者からは、国・県・市町村で算定式をあわせてほしい要望あり。

○ 適用工事の考え方は機関により異なる。 （例：予定価格●万円以上で実施、総合評価落札方式で実施 等）

■今後の方針

● 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定の必要性の再確認
工事の品質確保、労働環境の確保は工事規模の大小にかかわらず重要事項 「過去（H26）より一貫」

＞＞適正な労働賃金、品質、安全確保にかかる費用のカットは長期的にみても割高になる。
（工手抜き工事による施設寿命の減少、手直しの増大、工事中の事故の発生等）

● 最新の中央公契連モデルの適用を推進
発注者の違い、工事の大小に関わらず、基準は統一していく （地域差、機関毎による考え方の違いをなくす）
暫定的に、独自モデルを採用する場合は、根拠を整理
R4モデル導入（都道府県9割、市町村半数以上）

● 適用工事の考え方を統一していく
「国・特殊法人等・県・指定都市」については、予定価格250万円を超える工事の件数
「市町村」については、予定価格130万円を超える工事の件数
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【工事】 平準化 中部ブロック発注者協議会

○ 令和６年度の平準化率をあげるには、令和６年４月～６月の稼働工事
を増やす必要がある。

令和５年度末の取り組みが、令和６年度目標達成につながる

〇 令和５年度残工事の発注スケジュールの調整
・ 令和５年度工事の繰越手続 （必要な場合）

〇 令和６年度工事の発注スケジュールの調整
・ 発注スケジュールの調整
・ 令和６年度工事の早期発注準備
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施工時期の平準化 （工事平準化率の算出）

=0.80
（令和６年度目標）
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【工事】 平準化 中部ブロック発注者協議会

○ 何をすればよいのか？

①今年度末から来年度末までの 発注工事を 把握します。
・ 所属自治体の次年度予定工事について、発注時期と工期を各発注課より入手

② ①を合体させ平準化率を算出。（合体した段階で当該年度の平準化率が判明します。）
（三重県、静岡県等で平準化算定ツールを整備しておられる自治体もあります。）

➂-1 平準化率が0.8をクリアしているなら
＞＞スケジュールどおりに発注できているかを都度 監視※１していく。

➂-2  平準化率が0.8を下回っているなら
＞＞各発注課の発注スケジュールで前倒しできるところがないか調整※１していく。

その後、スケジュールどおりに発注できているかを監視※１していく。
・※1 各発注課を定期的に集め発注調整会議（仮称）を設け発注状況の確認をしていく。

■POINT
・①の段階で、各発注課が持ち寄る工事計画が、平準化率０．８をクリアしている状態で持ってきてもらうのが

最良と思われる。
・➂の発注調整には、上層部まで入ってもらい組織全体の取り組みとして各部に認識してもらうのが良いと思
われる。 のちの議会説明や繰り越し手続き、０債務を取得するにもスムーズなのではないかと思う。

・500百万円以上の工事を主に見ていくことが数値を上げる視点となる。

＞＞平準化は年間を通して満遍なく工事が稼働している環境を創ること
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繰越 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 繰越
○○課 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1

○○工事
△△工事
♦♦工事
□□工事

□□課 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1
○○工事
△△工事
♦♦工事
□□工事

★★課 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 2 0
○○工事
△△工事
♦♦工事 3
□□工事

工事稼働件数 6 7 6 8 9 8 7 7 7 6 4 2
平均工事稼働件数（4－6月）

平均工事稼働件数（12か月）

平準化率

6.4
6.33

0.987

【工事】 平準化 中部ブロック発注者協議会

災害対応など、
特殊要因を除く
ことが大事

各課の発注予定を合体！！

月毎の工事の稼働本数を算出

➂-2 ０．８を下回る場合、このよう

な発注の前倒しが出来ないか調整
をしていく。

② 平準化算出
（①を合体）

①

➂-1 スケジュールどおりに発注が
進んでいるのか都度確認していく。

月毎の全体の工事稼働本数を算出

○○課
繰越 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 繰越

○○工事
△△工事
♦♦工事
□□工事

□□課
繰越 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 繰越

○○工事
△△工事
♦♦工事
□□工事

☆☆課
繰越 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 繰越

○○工事
△△工事
♦♦工事 3
□□工事
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【工事】 発注業務、工事監督等に手が足りない場合、発注者支援機関の活用を

公共工事の品質確保・更なる向上を目的として、中部４県の公共工事の発注者が『公共工
事の品質確保の促進に関する法律』第21条第1項及び第4項の定めに基づき、発注者が発
注関係事務を適正に実施することができる者（発注者支援機関）を活用しようとする場合に
おいて、国・都道府県が行う支援である、「発注関係事務を適切かつ公正に行うことができる
者の『適切な評価』」を行うため、公共工事発注者支援機関評価制度を設立

【支援対象業務】
「積算」、「監督・検査」、「工事成績評定」、「技術提案の審査」

■支援機関 ［土木］
（公財） 岐阜県建設研究センター
（公財） 愛知県都市整備協会
（公財） 三重県建設技術センター
（一社） 中部地域づくり協会
（一社） ふじのくにづくり支援センター

■支援機関 [建築]
（公財） 岐阜県建設研究センター
(一財)  静岡県建築住宅まちづくりセンター
愛知県住宅供給公社
(公財) 三重県建設技術センター
(一社) 中部地域づくり協会
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【工事】 週休２日（公告指標・達成指標）
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【工事】 週休２日（公告指標・達成指標）
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【工事】 週休２日

※日建連リーフレット「建設業の担い手、働き方の現状」より

中部ブロック発注者協議会

○建設業は、良質な社会資本の整備を通じて国民生活に貢献するという重要な役割を担っていますが、一方で他産業と比較して労働時間が長く
休日数が少ないことが課題となっています。労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、また将来の担い手を確保するためにも、休日数
を増やし、より働き易い職場環境づくりを行っていくことが必要です。
○また、建設業は令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用されることから、働き易い職場環境づくりは急務になっています。

若者が建設業に就職・定着しない主な理由

【収入・福利面】
◯ 収入の低さ
◯ 社会保険等の未整備

【休日確保や労働環境】
◯ 仕事のきつさ
◯ 休日の少なさ
◯ 作業環境の厳しさ

【働くことへの希望、将来への不安】
◯ 職業イメージの悪さ
◯ 仕事量の減少への不安

※ 建専連「建設技能労働者の確保に関する調査報告」から入職しない
理由のアンケート結果より

2002年4月～公立学校の多くで毎週土曜日が休校
日となり、現在27歳より若い世代（1995・H7年以降

に生まれた世代）は、土日休みが当たり前の環境で
育っている。

※ 出典：国土交通省「適正な工期設定等による働き方
改革の推進に関する調査」（令和5年5月31日公表）

他産業では当たり前となっている週休２日は
全体で１割程度、公共工事でも３割を下回る 14



【工事】 週休２日工事の実施状況 中部ブロック発注者協議会

◎全国統一的指標

◇ 市町村で週休２日が進まない理由（聞き取り）

・経費補正のための予算確保に課題
予算にあわせて、事業量を減らすことになる。

・施工時期が限られている工事では、週休２日の現
場閉所が難しい。

○ 市町村で、週休２日未実施（実施件数が０件）なのは、７８市町村。

◇ 市町村で週休２日を進める必要性

・国・県・政令市の工事を受注している下請業者が、
土日等の週休日に市町村工事に携わる可能性あり。

・時間外労働の上限規制の適用を見据えると、建設
業全体で週休２日を進める必要あり。

・受注者の働きやすい環境づくり、魅力ある業界づく
り。

未実施の自治体には年間100本程度の工事を発注している団体も含まれる。

15



【工事】 週休２日（公告指標・達成指標） 令和５年度秋季地方ブロック土木部長等会議資料より

新・全国統一指標 ブロック土木部長等会議の事前アンケート

発注機関 週休２日

公告指標

週休２日の調査対象 ４週８休

達成指標

【発注者指定型】の
週休２日工事として
公告した件数

【受注者希望型】の
週休２日工事として
公告した件数

岐阜県 100.0% 【対象部局】 土木部局
【分母から除外した工事】

災害復旧工事、通年維持工事、工事金額が250万円未
満の工事を除く

48.4% 608 909

静岡県 100.0% 【対象部局】 土木部局、建築部局、農林部局
【分母から除外した工事】

災害緊急復旧工事、災害復旧工事を除く 等

30.5% 386 963

愛知県 91.5% 【対象部局】 土木部局、建築部局、農林部局
【分母から除外した工事】

災害緊急復旧工事、工事金額250万未満の小規模工事、
工期が1ヶ月未満の工事、工期の大半が工場製作であり、
現場作業が1週間程度の工事、その他、発注者が対象工
事に適さないと判断した工事

18.2% 226 2,309

三重県 100.0% 【対象部局】 土木部局、農林部局
【分母から除外した工事】

災害緊急復旧工事、災害復旧工事を除く 等

57.9% 405 336

静岡市 100.0% 【対象部局】 土木部局、建築部局、農林部局
【分母から除外した工事】

災害緊急復旧工事、災害復旧工事、実工事日数が短い
工事

70.2% 338 24

浜松市 70.5% 【対象部局】 全ての部局（上下水道部を含む）
【対象工事】

令和4年度発注の契約額が250万円以上の工事
【分母から除外した工事】

実施要領に定める対象外工事①設計金額が２千万円
未満の工事②対象期間が２８日未満の工事③施工条件
により工程が大きく制約される工事④緊急を要する工事

55.9% 237 90

名古屋市 70.0% 【対象局】
緑政土木局、住宅都市局、上下水道局、交通局

【分母から除外した工事】 週休２日実施困難工事

15.3% 176 396
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中部地区統一の一斉休工の実施について（まんなかホリデー） 中部ブロック発注者協議会

○週休２日については、令和６年度より建設業においても改正労働基準法の時間外労働規制が実
施されることから、従前より取り組みを実施

○令和４年度から、現場における更なる週休２日の意識向上を図ることを目的として、発注者
協議会参加機関における公共工事を対象とした「まんなかホリデー」を実施

◆実施日 ： 毎週土曜日

◆実施期間 ： 令和５年１０月～※

【実施に関する事項】
○対象工事

原則全ての工事（災害対応・復旧工事等緊急性が高い工事及び工程上
やむを得ない工事は除く）
○対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間
○休工

対象期間において、現場事務所での事務作業を含め１日を通して現場や
現場事務所が閉所されていること（巡回パトロールや保守点検等現場管理
上必要な作業を行う場合を除く）
○その他

受注者に対し、別途作成するチラシを現場に掲示するよう依頼
静岡県内は「ふじ丸デー」の取り組みと合わせての実施
三重県内は現状の取り組みを実施 チラシ

https://www.cbr.mlit.go.jp/hinkaku/enquete.htm

※令和４年７月より取組を開始し、一斉休工日を段階的に増やしている（次頁参照）
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中部地区統一の一斉休工の実施について（まんなかホリデー） 中部ブロック発注者協議会

◆令和６年４月から、改正労働基準法による時間外労働規制が建設業にも適用されます。
それに向け、一斉休工日を段階的に増やしていきます。

Ｒ４．上半期 Ｒ４．下半期 Ｒ５．上半期 Ｒ５．下半期 Ｒ６．上半期 Ｒ６．下半期

準備・周知期間

一斉休工実施
（１回／月）

一斉休工実施
（２回／月）

一斉休工実施
（毎週土曜日）

時間外労働規制実施
（法適用）

ステップ１

ステップ２

ステップ３

＜ポイント＞
・この取組を成功させるには、ICT施工・BIM/CIMの普及など、建設現場での省人化・効率化の取組

をあわせて進めることが必要です。

7月～（国・県・政令
市で先行して実施）

令和６年度以降も継続
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新・担い手３法（品確法・建設業法・入契法）

※担い手３法の改正（公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律）

相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待
働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上

予定価格の適正な設定、歩切りの根絶
価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め

新たな課題・引き続き取り組むべき課題 担い手３法施行(H26)後５年間の成果
新たな課題に対応し、

５年間の成果をさらに充実する
新・担い手３法改正を実施

建設業法・入契法の改正 ～建設工事や建設業に関する具体的なルール～

品確法の改正 ～公共工事の発注者･受注者の基本的な責務～

cv

○発注者の責務
・適正な工期設定 （休日、準備期間等を考慮）
・施工時期の平準化 （債務負担行為や繰越明許費の活用等）
・適切な設計変更
（工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用）

働き方改革の推進

○受注者（下請含む）の責務
・適正な請負代金･工期での下請契約締結

○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約･指名競
争入札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格
への反映や、見積り徴収の活用

○発注者･受注者の責務
・情報通信技術の活用等による
生産性向上

生産性向上
への取組

災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保

○調査･設計の品質確保
・「公共工事に関する測量、
地質調査その他の調査及
び設計」を、基本理念及
び発注者･受注者の責務の
各規定の対象に追加

○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い

○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
（違反者には国土交通大臣等から勧告・公表）
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化
のための措置を講ずることを努力義務化＜入契法＞

○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者：補佐する者(技士補)
を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請)：一定の要件を
満たす場合は配置不要

○災害時における建設業者団体
の責務の追加

・建設業者と地方公共団体等との
連携の努力義務化

○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を
合理化

・建設業の許可に係る承継に関す
る規定を整備

中部地方整備局
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」
運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成（令和２年）

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

実
施
に
努
め
る
事
項

①予定価格の適正な設定
②歩切りの根絶
③低入札価格調査基準又は最低制限価格の
設定・活用の徹底等

④施工時期の平準化
⑤適正な工期設定
⑥適切な設計変更
⑦発注者間の連携体制の構築

①ICTを活用した生産性向上
②入札契約方式の選択・活用
③総合評価落札方式の改善
④見積りの活用
⑤余裕期間制度の活用
⑥工事中の施工状況の確認
⑦受注者との情報共有、協議の迅速化

工事 測量、調査及び設計

①予定価格の適正な設定
②低入札価格調査基準又は最低制限価格の
設定・活用の徹底等

③履行期間の平準化
④適正な履行期間の設定
⑤適切な設計変更
⑥発注者間の連携体制の構築

①ICTを活用した生産性向上

②入札契約方式の選択・活用

③プロポーザル方式・総合評価落札方式の積極的

な活用

④履行状況の確認

⑤受注者との情報共有、協議の迅速化

災
害
対
応

①随意契約等の適切な入札契約方式の活用
②現地の状況等を踏まえた積算の導入
③災害協定の締結等建設業者団体等や、他の発注者との連携 20



運用指針の改正 経緯

R1.6.7 公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律 成立

６月～８月 発注者協議会、品確法の改正の趣旨説明会の開催
・地方公共団体・建設業団体に対し、品確法の改正の趣旨説明

８月８日（木）～９月１３日（金）運用指針改正骨子（案）への意見照会
・地方公共団体・建設業団体等に対し、運用指針改正骨子（案）に関する意見を収集

R2.1.30 関係省庁連絡会議にて、運用指針改正（案）の関係省庁申し合わせ

１０月～１１月 発注者協議会の開催
・地方公共団体等に対し、改正運用指針（案）の説明

１０月３１日（木）～１２月２日（月）運用指針改正（案）への意見照会
・地方公共団体・建設業団体等に対し運用指針改正（案）に関する意見を収集・反映

R１.10.2 関係省庁連絡会議にて、改正骨子（案）への意見照会結果を報告

R1.10.18 基本方針 閣議決定

R１.8.8 関係省庁連絡会議幹事会にて、改正骨子（案）を提示

中部地方整備局
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運用指針の改正 意見照会の概要

■対象
〇発注関係団体 １，８２６団体

関係省庁（２３）、独立行政法人等（１５）、都道府県（４７）、
政令市（２０）、市区町村（１，７２１）

〇建設業団体等 ８４０団体

■結果

①骨子案（令和元年８月８日～９月１３日）

②本文案（令和元年１０月３１日～１２月２日）

提出団体数 意見数

合計 ２５１ ２，５２１

発注関係団体 １４３ ９４１

建設業団体等 １０８ １，５８０

提出団体数 意見数

合計 ３２７ １，４９７

発注関係団体 ２５９ ８７７

建設業団体等 ６８ ６２０

中部地方整備局
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運用
指針 【工事】指 標 目標値

(R6)

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

① 最新の積算基準の適用状況等 100%

② 低入札価格調査基準価格及び
最低制限価格の設定 1.00

③ 平準化率 0.80

④ 適正な工期設定 100%

⑤ 週休２日工事の
実施状況 1.00

⑥ 設計変更ガイドラインの策定・
活用状況 100%

実
施
に
努
め
る
事
項

⑦ 建設ＩＣＴの導入状況 100%

⑧ 受発注者間の工事情報の共有状況 100%

⑨ 総合評価落札方式の導入状況 100%

運用
指針 【業務】指 標 目標値

(R6)

必
ず
実
施
す
べ
き
事
項

① 最新の積算基準の適用状況等 100%

② 低入札価格調査基準価格及び
最低制限価格の設定 1.00

③ 平準化率 0.40
以下

④ 適正な履行期間の設定 100%

⑤ 設計変更ガイドラインの策定・
活用状況 100%

実
施
に

務
め
る

事
項 ⑥ 総合評価落札方式の導入状況 100%

※赤字は全国統一指標

設定した入札件数
年度の発注工事件数

4～6月期の工事平均稼働件数
年度の工事平均稼働件数

週休２日対象工事件数
全工事件数

設定した入札件数
年度の発注工事件数

第４四半期[1～3月]に完了する業務件数
年度の業務稼働件数

中部ブロック発注者協議会
中部地方整備局
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